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Ⅰ 障がいのある方を取り巻く状況

１



３障がいの手帳所持者について

○本市における３障がいの手帳所持者数は、平成２４
年度末現在で延べ４２，５８５人、その対人口割合は約
５．８％。
○手帳所持者別の内訳は、平成２４年度末現在で、身
体障害者手帳が３０，６６１人（７２．０％）、療育手帳が
５，６８６人（１３．４％）、精神障害者保健福祉手帳が６，
２３８人（１４．６％）。
○手帳所持者数の割合は、平成２０年度末まで身体障
害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の順
に多かったが、平成２２年度末以降、精神障害者保健
福祉手帳が療育手帳の割合を上回っている。
○手帳所持者数の対前年度比は、平成２４年度で精神
障害者保健福祉手帳が108.8%と、他の手帳（100.9%、
104.4%）と比べ高く、増加幅が大きい。
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○３障がいの手帳所持者について、行政区別に見る
と、東区が10,720人と最も多い一方、手帳所持者の
区の人口に占める割合は西区が6.9人と最も多い。
○手帳の所持者の種別ごとにみると、どの区も身体
障害者手帳所持者が７割を占め、中央区・東区・西
区・北区は、精神障害者保健福祉手帳所持者の割
合が療育手帳所持者の割合を上回る一方、南区は
療育手帳所持者の割合が精神障害者保健福祉手
帳所持者の割合を上回っている。
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身体障害者手帳所持者数（障がい部位別）の推移

○本市における身体障害者手帳の所持者数は、平成２４年度末現在で３０，６６１人。平成２０年度と比較すると
３，９２２人増加、増加率は１４．７％。
○増加要因としては、合併による人口増の影響のほか、高齢化による肢体不自由（２，０９８人増）や内部機能障
害（１，２９７人増）の増加が考えられる。
○障がい部位別に見ても、肢体不自由、内部障害の順で多く、この二つを合わせると、全体の８３．８％を占める。
○行政区別にみると、身体障害者手帳の所持者が最も多いのは東区（７，４９１人）。障がい部位別でみても、ど
の区も肢体不自由・内部機能障害で８０％以上を占める。

身体障害者手帳所持者数（障がい部位別）の推移

1,977 2,149 2,102 2,067 2,053

2,173 2,424 2,493 2,572 2,607

12,285
13,698 14,003 14,222 14,383

10,044

11,014 11,232 11,256 11,341

260
277 270 276 277

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H２０ H２１ H２２ H２３ Ｈ２４

人
視覚 聴覚・平衡 音声・言語・そしゃく 肢体 内部

26,739

29,562 30,100 30,393 30,661

身体障害者手帳所持者数（障がい部位別）の推移（行政区別）（平
成25年３月31日時点）

501 563 289 288 404

583 688

398 425 504

3,298
3,581

2,049
2,468

2,965

2,767
2,588

1,772

1,942

2,349

54
4737

71
68

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

中央区 東区 西区 南区 北区

人
視覚 聴覚・平衡 音声・言語・そしゃく 肢体 内部

7,217
7,491

4,545

5,170

6,276

４



身体障害者手帳所持者数（年齢別）の推移

○身体障害者手帳の所持者の年齢別割合は、平成２４年度末現在で、６５歳以上の者の占める割
合が全体の３分の２強（６７．６％）。
○平成２０年度から６５歳以上の手帳所持者の割合は、４．０ポイント増加。
○他方で、１８歳から６４歳までの手帳所持者の割合は減少しており、１８歳未満の割合は横ばい。

○行政区別にみると、どの区も６５歳以上の者の占める割合が最も多いが、東区については、他
の区と比べ、１８歳未満と１８歳から６４歳未満の者の占める割合が高い状況が見られる。

身体障害者手帳所持者数（年齢別）の推移
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療育手帳所持者数（程度別）の推移

○療育手帳の所持者数は、平成２４年度末で５，８６６人。平成２０年度と比較すると、１，２１３人
増加、増加率は２７．１％。

○障がいの程度別（等級別）では、平成２４年度末は平成２０年度末と比較すると、Ａ１・Ａ２の重
度障がい者が１７．７％（３４４人）増、Ｂ１・Ｂ２の障がい者が３４．４％（８６９人）増、Ｂ１・Ｂ２の手
帳所持者の増加傾向が顕著。

○行政区別にみると、東区が１，５５０人と最も多く、どの区も「Ｂ１Ｂ２」の者の割合が「Ａ１・Ａ２」の
者の割合を上回っているが、中央区は、他の区と比べて、「Ｂ１・Ｂ２」の者の割合が約６５％と高
い。（他の区の「Ｂ１・Ｂ２」の者の割合は６０％弱。）

療育手帳所持者数（程度別）の推移
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療育手帳所持者数（年齢別）の推移

○療育手帳の所持者の年齢別割合は、平成２４年度末で、０～１９歳の者の割合は全体の３分の１強（３６．５％）
を占める。
○平成２１年度からの各年齢層の手帳の所持者割合は、相対的に０～１９歳の者の割合が若干上昇しているが、
手帳の所持者数は各年齢層において増加。
○行政区別に見ると、どの区も最も割合が大きいのは０～１９歳の者であるが、西区については、他の区と比べ、
０～１９歳の者の割合が小さい一方、６０歳以上の者の割合が大きい。

療育手帳所持者の割合（年齢別）の推移
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療育手帳所持者数（年齢別・程度別）の推移

○年齢別・程度別の療育手帳所持者数については、平成２４年度末で、B2の０～１９歳が969人と最も多く、次い
でB1の０～１９歳（476人）、A1の０～１９歳（326人）の順に多い。
○平成２４年度末と平成２１年度末を比べ、増加率として最も高いのはB２の０～１９歳（４１．７％増）であり、次い
でB２の２０～２９歳（３１．３％増）、A1の４０～４９歳（２８．９％増）である一方、減少率として最も高いのはA2の５０
～５９歳（▲７．９％）であり、次いでA1の３０～３９歳（▲７．１％）、A1の５０～５９歳（▲６．４％）。
○行政区別にみると、東区のB2の０～１９歳が２７３人と最も多く、次いで北区のB2の０～１９歳（２２０人）、中央区
のB2の０～１９歳（１８９人）の順に多い。

療育手帳所持者数（程度別）の推移
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精神障害者保健福祉手帳所持者数（等級別）の推移につい
て
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精神障害者保健福祉手帳所持者数（等級別）の推移

○精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成２４年度末で６，２３８人。平成２０年度末と比較
すると１，９０５人増加、増加率は４４．０％。
○等級別では、２級が４，５１２人（７２．３％）で７割強を占めており、次いで１級、３級となっている。

○最も構成比の高い２級では、平成１９年度と比較すると１，４４０人（１４６．８％）増加しており、
増加率は１級が最も高く２７８％増となっている。

○行政区別にみると、東区が１，６７９人と最も多く、次いで中央区（１，６３０人）、北区（１，１９８
人）の順に多い。

○等級別では中央区の２級が１，２０７人と最も多く、次いで東区の２級（１，１８３人）、北区の２級
（８５６人）の順に多い。

精神障害者保健福祉手帳所持者数（等級別）の推移（行
政区別）（平成24年度末）
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精神障害者保健福祉手帳所持者数（年齢別）の推移

○精神保健福祉手帳の所持者数の年齢別割合は、平成２４年度末で、４０歳代の者の占める割合（２２．２％）、
５０歳代の者の占める割合（２１．６％）、６５歳以上の者の占める割合（１９．６％）の順に多くなっており、４０歳以
上の者で全体の４分の３を占めている。
○平成２０年度末と平成２４年度末を比較すると、６０～６４歳の者の占める割合が１．９ポイント、２０歳台の者
の占める割合が１．０ポイント上昇している一方で、５０歳代の者の占める割合が３．６ポイント、６５歳以上の者
の占める割合が０．７ポイント減少。
○行政区別にみると、中央区・南区・北区においては、４０歳台、５０歳代、６５歳以上の順に多い一方、東区・西
区においては、５０歳代、４０歳代、６５歳以上の順に多い。いずれの区においても、４０歳以上の者が全体に占
める割合が約４分の３。

精神障害者保健福祉手帳所持者の割合（年齢別）の推移
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障害福祉サービス（障害程度区分別）等の受給者数の推移

○障害福祉サービス・児童通所支援の受給者数は、平成２５年３月時点で、障がい者は４，９１９人、障がい児は
１，３８９人となっており、平成２１年３月時点と比較すると、障がい者は１．７倍、障がい児は２．５倍増加。
○障がい者について、障害程度区分別に見ると、平成２５年３月時点で、区分６（７７３人）、区分２（６１９人）、区
分３（５７２人）の順に多くなっているが、平成２１年３月時点と比較すると、区分６（３．３倍）、区分５（３．２倍）、区
分４（２．５倍）の順に増加幅が大きくなっている。
○行政区別にみると、障がい者・障がい児ともに東区が最も多く、次いで中央区、北区の順に多い。障害程度区
分別にみると、東区・南区・北区は区分６の者が最も多い。

障害福祉サービス（障害程度区分別）等の受給者数の推移
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障害福祉サービス（障害程度区分別）等の受給者数（平成25年３月
時点）（行政区別）
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障害福祉サービスにおける障害程度区分別受給者の割合の推移
（身体障がい者）
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障害福祉サービスにおける障害程度区分別受給者割合の
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障がい種別毎の障害程度区分別の受給者割合の推移

○障害程度区分別の受給者割合について、身体障がい者は、平
成２５年３月時点で、区分６の者の全体に占める割合が３６．９％
と最も多く、平成２１年３月時点と比較すると、区分６の割合が１１．
５ポイント、区分５の割合が２．０ポイント増加している一方で、そ
れ以外の区分の割合は総じて減少。

○知的障がい者は、平成２５年３月時点で、区分３の者の全体に
占める割合は、２３．４％と最も多く、平成２１年３月時点で区分１
～３の者の全体の割合が６割強であったが、平成２５年３月時点
で区分４～６の者の全体に占める割合の６割弱。

○精神障がい者は、平成２５年３月時点で、区分２の者の全体に
占める割合が半分（５０．６％）、区分１～３の者の割合が大半（９
４．９％）であり、平成２１年３月時点と比較すると、区分２の割合
が５．２ポイント、区分４の割合が２．０ポイント、区分５の割合が０．
７ポイント、区分６の割合が０．２ポイント増加している一方で、区
分１・３の割合は減少。

障害福祉サービスにおける障害程度区分別受給者割合の推移
（精神障がい者）
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障がい種別毎の障害程度区分別の受給者割合（行政区別）

○障害程度区分別の受給者割合（平成25年３月時点）
について、行政区別にみると、身体障がい者については、
東区・西区・南区・北区は区分６の者が最も多く、中央区
は区分２の者が最も多い。西区・南区・北区は区分４以
上の者が６割以上を占める。
○知的障がい者については、東区・北区は区分６の者、
中央区・西区は区分３の者、南区は区分４の者が最も多
い。東区・南区は区分４以上の者が６割以上を占める。
○精神障がい者については、中央区・東区・南区は区分
２の者、西区・北区は区分１の者が最も多い。いずれの
区も区分３以下の者が大半を占める。

障害程度区分別受給者の割合（身体障がい者）（平成25年３
月時点）
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障害程度区分別受給者の割合（知的障がい者）（平成25年３月時
点）
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障害程度区分別受給者の割合（精神障がい者）（平成25年３月
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※ F0：症状性を含む器質性精神障害（認知症）、F1精神作用物質使用による精神及び行動の障害（依存症）、F2：統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害、F3：
気分（感情）障害（うつ病）、G40：てんかん、その他：神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害・生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群・成人の
パーソナリティ及び行動の障害・精神遅滞・心理的発達の障害、小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害 等

精神科病院の入院患者数及び自立支援医療（精神通院医療）の支給決定者数の推移

○精神科病院の入院患者数については、平成２５年４月時点で２，８６４人であり、その内訳をみると、F2（統合
失調症等）が1,538人と全体の５割強を占め、次いでF0（器質性（認知症））、F3（気分障がい（うつ病））が多い。
○また、平成２４年４月時点で2,890人であり、平成２３年４月時点（2,619人）と比べると増加しているが、基本的
には、２１年４月以降の低下傾向（又は横ばい）にあるものと考えられる。
○入院患者の内訳に関する推移について、F0（器質性（認知症））が増加傾向にある一方、F2（統合失調症等）、
F3（気分障害（うつ病））は減少傾向又は横ばい傾向。

精神科病院の入院患者数の推移
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自立支援医療（精神通院医療）の支給決定者数の推移

○自立支援医療（精神通院医療）の支給決定者数については、平成２４年度で１０，４９７人であり、平成２０年度
と比較すると、約１．４倍の増加。
○その支給決定者数の内訳を見ると、F3（気分障害（うつ病））が年々増加傾向にあり、平成２２年度にそれまで
最も多かったF2（統合失調症）を上回り、平成２４年度で全体の約４２％を占めている。F2（統合失調症）は平成
２２年度以降、F3（気分障害（うつ病））を下回っているが、平成２４年度で全体の約３５％を占めている。
○行政区別にみると、平成２４年度における自立支援医療（精神通院医療）の支給決定者数は、東区が最も多く、
次いで、中央区、北区の順に多い。中央区・東区・南区・北区はF3（気分障害（うつ病））、F2（統合失調症等）の
順に多く、西区はF2（統合失調症等）、 F3（気分障害（うつ病））がほぼ同数であるが、いずれの区も、F2及びF3
で７割以上を占めている。

自立支援医療（精神通院医療）の支給決定者数の
推移
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※ F0：症状性を含む器質性精神障害（認知症）、F1精神作用物質使用による精神及び行動の障害（依存症）、F2：統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害、F3：
気分（感情）障害（うつ病）、G40：てんかん、その他：神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害・生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群・成人の
パーソナリティ及び行動の障害・精神遅滞・心理的発達の障害、小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害 等
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障害福祉サービスの種類別の利用状況

○障害福祉サービス等の利用者数については、平成２１年３月末時点で３，３１０人であったが、平成２５年３月末時点で６，２０３人と約
１．９倍の増加。

○障害福祉サービス等の種類別にみると、平成２１年３月末時点から平成２５年３月末時点までの伸び率は、「療養介護」（８．２倍）、
「生活介護」（６．９倍）、「施設入所支援」（６．６倍）の順に高く、平成23年10月の「同行援護」の創設（115人の純増）、平成24年４月に
「児童発達支援」、「医療型児童発達支援」、「放課後等デイ」、「保育所等訪問支援」の創設（児童デイとの比較で485人の増）も全体の
増加に起因している。

○障害程度区分ごと（旧体系サービスの方を除く。）に見ると、平成２１年３月末時点から平成２５年３月末時点までの伸び率は、区分５
（５．０倍）、区分４（３．９倍）、区分６（３．６倍）の順となっており、児童の利用者は４．３倍となっている。

障害福祉サービス等の種類別の利用状況（利用者数）【平成２１年３月末時点】 【平成２５年３月末時点】

サービス機能 サービス種類 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 児童 判定不要 計
居宅介護 196 279 86 32 20 39 31 - 683
重度訪問介護 - - 0 3 21 57 - - 81
行動援護 - - 0 0 1 1 0 - 2
重度障害者等包括支援 - - - - - 0 0 - 0
同行援護 61 28 6 3 0 0 0 17 115
生活介護 3 75 288 315 287 354 - 0 1,322
自立訓練（機能訓練） 4 10 5 3 2 1 - 6 31
自立訓練（生活訓練） 0 11 14 8 4 1 - 49 87
就労移行支援 2 8 8 2 0 0 - 135 155
就労継続支援（Ａ型） 12 34 12 2 1 0 - 622 683
就労継続支援（Ｂ型） 46 132 92 37 14 3 - 462 786
療養介護 0 0 2 4 16 164 - 3 189
児童発達支援 - - - - - - 395 - 395
医療型児童発達支援 8 - 8
放課後等デイ - - - - - - 182 - 182
保育所等訪問支援 - - - - - - 10 - 10
短期入所 2 6 23 24 22 34 39 - 150
共同生活介護 - 68 65 38 25 18 0 - 214
共同生活援助 15 11 9 0 1 0 0 292 328
施設入所支援 1 27 147 187 184 236 - 0 782

342 689 757 658 598 908 665 1,586 6,203
77.2% 77.0% 79.4% 82.7% 84.8% 87.2% 45.3% 82.6% 75.4%

日中活動系サービス

訪問系サービス

給付率（利用者数　／　支給決定者数）

居住系サービス

総　　計

１６

サービス機能 サービス種類 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 児童 判定不要 計
居宅介護 124 177 70 24 27 78 25 - 525
重度訪問介護 - - 0 8 18 50 - - 76
行動援護 - - 0 0 0 0 0 - 0
重度障害者等包括支援 - - - - - 0 0 - 0
生活介護 1 9 47 54 30 50 - 0 191
自立訓練（機能訓練） 3 1 6 3 0 1 - 2 16
自立訓練（生活訓練） 3 9 11 8 0 0 - 25 56
就労移行支援 10 5 2 2 0 0 - 83 102
就労継続支援（Ａ型） 2 13 3 1 0 0 - 197 216
就労継続支援（Ｂ型） 14 49 35 6 7 3 - 251 365
療養介護 0 0 1 1 6 15 - 0 23
児童デイサービス - - - - - - 110 - 110
短期入所 3 14 22 21 7 24 20 - 111
共同生活介護 - 43 20 12 3 10 0 - 88
共同生活援助 10 10 0 0 0 0 0 148 168
施設入所支援 5 7 36 27 22 20 - 2 119

175 337 253 167 120 251 155 708 2,166
600 422 122 0 0 0 0 0 1,144
775 759 375 167 120 251 155 708 3,310
91.1% 85.6% 72.5% 69.3% 85.7% 90.3% 23.7% 81.8% 74.7%

訪問系サービス

日中活動系サービス

給付率（利用者数　／　支給決定者数）

居住系サービス

小計（新体系サービス）
小計（旧体系サービス）

総　　計
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指定障害福祉サービス事業者数の推移

○指定障害福祉サービス事業者数については、平成25年4月1日時点で396事業者であり、平成
21年4月1日時点と比べ、約２．２倍増加。
○その要因は、障害者自立支援法の施行による旧体系から新体系サービスへの移行（平成23年
度末まで）によるものが大きい。
○また、指定障害福祉サービス事業者の指定事務について、平成24年度から本市において実施
している（平成23年度までは県において実施）が、平成24年度においては、新たに38事業者を指
定しており、具体的には、就労継続支援A型事業者が11事業者、共同生活援助事業者が５事業
者、居宅介護事業者、重度訪問介護事業者、就労移行支援事業者がそれぞれ４事業者等である。

平成21年4月1日 平成22年4月1日 平成23年4月1日 平成24年4月1日 平成25年4月1日
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指定障害児通所支援事業者数の推移

○指定障害児通所支援事業については、児童福祉法の一部改正により、平成２４年度から「児童
発達支援」、「放課後等児童デイサービス」、「保育所等訪問支援」の３類型により当該事業を実施。
（※平成23年度以前は、児童デイサービスのみ）

○指定障害児通所支援事業者数については、平成２５年４月１日時点において２５事業者であり、
本市が指定事務を行うこととなった平成２４年度以降は、６事業者増加。
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指定一般相談支援事業者等の数の推移

○指定一般相談支援事業者（地域相談支援）、指定特定相談支援事業者（計画相談支援）、指定
障害児相談支援事業（障害児相談支援）については、障害者自立支援法等の一部改正により、法
律上、規定されたもの。
○平成２５年４月１日時点において、 指定一般相談支援事業者（地域相談支援）は17事業者、指
定特定相談支援事業者（計画相談支援）は24事業者、指定障害児相談支援事業（障害児相談支
援） は20事業者であり、平成24年４月１日以降において、５４事業者を指定。
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Ⅱ 第３次障害者基本計画の策定及び
第４期障害福祉計画に係る基本指針の

見直し等（国の動き）

２０



２１

内閣府 障害者政策委員会資料

平成25年９月策定



２２

内閣府 障害者政策委員会資料
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内閣府 障害者政策委員会資料



（参考①）第４期（H27～H29）計画に係る基本指針（案）：主なポイント

障害児支援体制の整備
（新規）

計画相談の連携強化、研修、
虐待防止 等

PDCAサイクルの導入
「成果目標」「活動指標」の見直しと明確化、各年度の

中間評価、評価結果の公表 等

＜計画の作成プロセスに関する事項＞

＜個別施策分野①：成果目標に関する事項＞

精神科病院か
ら地域生活へ
の移行促進

（成果目標の
変更）

地域生活支
援拠点等の

整備
（新規）

福祉から一
般就労への
移行促進

（整理・拡
充）

＜個別施策分野②：その他＞

福祉施設か
ら地域生活
への移行促

進
（継続）

【基本指針の見直しに関する参考資料】

２４

厚生労働省社会保障審議会障害者部会資料



第一 障害福祉サービス
等の提供体制の確保に
関する基本的事項

第二 障害福祉サービ
ス等の提供体制の確
保に係る目標（成果
目標）

第三 障害福祉計画の作成に関する事項

第一の一
基本理念

①障害者等
の 自 己 決
定・自己選
択の尊重

②市町村を
基本とする
身近な実施
主体、障害
種別によら
ない一元的
なサービス
の実施

③課題に対
応したサー
ビス提供体
制の整備、
地域におけ
る生活支援
拠点の整備

第一の二
障害福祉ｻ ｰ
ﾋﾞｽの提供体
制 の 確 保 に
関 す る 基 本
的考え方

①訪問系サービ
スの保障

② 日 中 活 動 系
サービスの保障

③地域生活への
移行の推進、地
域における生活
支援拠点の整備

④一般就労への
移行等の推進

第一の三
相談支援の提供
体制確保に関す
る基本的考え方

第一の四
障害児支援の
提供体制の確
保に関する基
本的考え方

第二の一 施設入所者
の地域生活への移行

・地域生活への移行者増
・施設入所者減

第二の二 入院中の精
神障害者の地域生活
への移行

・退院率上昇（入院３ヶ月
時点、１年時点）

・在院期間１年以上の者の
退院者数増

第二の三 障害者の地
域生活の支援

・地域生活支援拠点を市町
村又は圏域ごとに少なく
とも１拠点整備

第二の四 福祉施設か
ら一般就労への移行
・福祉施設利用者の一般就労移
行者数増
・就労移行支援事業利用者数増
・就労移行支援事業所ごとの就
労移行率上昇

<活動指標：
障 害 福 祉
ｻｰ ﾋﾞｽ>

第三の一
作成上の留意
事項
・障害者等の参加
・地域社会の理解
促進
・総合的な取組
・障害福祉計画作
成委員会等の開催
・関係部局相互間
の連携
・市町村・都道府
県の連携
・障害者等のニー
ズ等の把握
・区域設定（都道
府県）
・住民意見の反映
・他計画との関係
・定期的な調査、
分析、評価及び必
要な措置
（頻回の活動指標
確認、各年度の中
間評価、評価結果
の公表）

第三の二
市町村障害福祉計画
・障害福祉サービス等の提供
体制の確保に係る目標

・障害福祉サービス等の種類
ごとの必要な量の見込み、
確保方策、圏域単位での見
通し等

・地域生活支援拠点の整備
・地域生活支援事業
・関係機関の連携

<活動指標：
労 働 部 局
との連携>

<活動指標：
相談支援>

第三の四
障害児支援
のための計
画的な基盤
整備
<活動指標：障
害児支援・障

害児相談支援>

第三の三
都道府県障害福祉計画
・障害福祉サービス等の提
供体制の確保に係る目標
・障害福祉サービス等の種
類ごとの必要な量の見込み、
確保方策、圏域単位での見
通し等
・地域生活支援拠点の整備、
市町村の支援等
・障害者支援施設の必要入
所定員総数
・質の向上方策（研修、第
三者評価、虐待防止）
・地域生活支援事業
・関係機関の連携

第三の四 障害児支援
のための計画的な基
盤整備（再掲）

＜重視すべき事項＞

第三の五 そ
の他
・計画作成時期
・計画期間等
・計画の公表

（参考②） 基本指針の全体像と主なポイント

２５

厚生労働省社会保障審議会障害者部会資料



福祉施設から一般就労への移行

○ 福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加

○ 就労移行支援事業の利用者の増加

○ 就労移行支援事業所の就労移行率の増加

施設入所者の地域生活への移行

○ 地域生活移行者の増加

○ 施設入所者の削減

入院中の精神障害者の地域生活への移行

○ 入院後3ヶ月時点の退院率の上昇

○ 入院後 1年時点の退院率の上昇

○ 在院期間1年以上の長期在院者の退院者数の増
加

（都道府県・市町村）
○ 生活介護の利用者数、利用日数
○ 自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用
日数

○ 就労移行支援の利用者数、利用日数
○ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数
○ 短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数
○ 共同生活援助の利用者数
○ 地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用
者数

○ 施設入所支援の利用者数 ※施設入所者の削減

（参考③） 成果目標と活動指標の関係

（
基
本
指
針
の
理
念
）自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現

障
害
者
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
に

（都道府県・市町村）
○ 就労移行支援の利用者、利用日数
○ 就労移行支援事業等から一般就労への移行者数
（就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ
型）

（都道府県）
○ 公共職業安定所におけるチーム支援による福祉施
設の利用者の支援件数

○ 委託訓練事業の受講者数
○ 障害者試行雇用事業の開始者数
○ 職場適応援助者による支援の対象者数

（成果目標） （活動指標）

障害者の地域生活の支援

○ 地域生活支援拠点の整備

（都道府県・市町村）
○ 自立訓練（生活訓練）の利用者数、利用日数
○ 就労移行支援の利用者数、利用日数
○ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数
○ 短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数
○ 共同生活援助の利用者数
○ 地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用
者数

２６

厚生労働省社会保障審議会障害者部会資料



成果目標 市町村 都道府県

施設入所者の地域生活への
移行

○ 施設入所者の地域生活への移行の成果目標を定める。
○ 当該成果目標を踏まえ、障害福祉サービス等の必要な量の見
込み（活動指標）を定める。
→ （より頻回）活動指標の実績把握及び状況確認
→ （１年に１回）成果目標と活動指標の中間評価として、必要な
措置を講じる（次年度予算・事業の検討、計画の見直し等）
【活動指標】
・生活介護の利用者数、利用日数
・自立訓練（機能訓練、生活訓練）の利用者数、利用日数
・就労移行支援の利用者数、利用日数
・就労継続支援（A型、B型）の利用者数、利用日数
・短期入所（福祉型、医療型）利用者数、利用日数
・共同生活援助の利用者数
・地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用者数
・施設入所支援の利用者数（※削減を目指す。）

○ 市町村と調整の上、施設入所者の地域生活への移行の成果
目標を定める。

○ 市町村と調整の上、障害福祉サービス等の必要な量の見込み
（活動指標）を定める。
→ （より頻回）活動指標の実績把握及び状況確認

→ （１年に１回）成果目標と活動指標の中間評価として、必要な
措置を講じる（次年度予算・事業の検討、計画の見直し等）

【活動指標】
・生活介護の利用者数、利用日数
・自立訓練（機能訓練、生活訓練）の利用者数、利用日数

・就労移行支援の利用者数、利用日数
・就労継続支援（A型、B型）の利用者数、利用日数
・短期入所（福祉型、医療型）利用者数、利用日数

・共同生活援助の利用者数
・地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用者数

・施設入所支援の利用者数（※削減を目指す。）

入院中の精神障害者の地域
生活への移行

○ 都道府県の成果目標を踏まえ、障害福祉サービス等の必要な
量の見込み（活動指標）を定める。

○ 入院中の精神障害者の地域生活への移行の成果目標を定め
る。

○ 市町村と調整の上、障害福祉サービス等の必要な量の見込み
（活動指標）を定める。
→ （より頻回）活動指標の実績把握及び状況確認

→ （１年に１回）成果目標と活動指標の中間評価として、必要な
措置を講じる（次年度予算・事業の検討、計画の見直し等）

【活動指標】
・自立訓練（生活訓練）

・就労移行支援の利用者数、利用日数
・就労継続支援（A型、B型）の利用者数、利用日数
・短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数

・共同生活援助の利用者数
・地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援） 利用者数

障害者の地域生活の支援
○ 拠点等の整備に関する内容を検討する。
→ （１年に１回）進捗状況を中間評価として行う。

○ 広域的見地から、拠点等の整備に関する内容を検討する。
○ 市町村が整備を進めるにあたっての必要な支援
→ （１年に１回）市町村又は圏域ごとの進捗状況を中間評価とし
て行う。

福祉施設から一般就労への
移行

○ 福祉施設利用者の一般就労への移行の成果目標を定める。
○ 当該成果目標を踏まえ、障害福祉サービス等の必要な量の見
込み（活動指標）を定める。
→ （より頻回）活動指標の実績把握及び状況確認
→ （１年に１回）成果目標と活動指標の中間評価として、必要な
措置を講じる（次年度予算・事業の検討、計画の見直し等）
【活動指標】
・就労移行支援の利用者数、利用日数
・就労移行支援事業等から一般就労への移行者数（就労移行支援、就労継続支
援Ａ型、就労継続支援Ｂ型）

○ 市町村の調整の上、福祉施設利用者の一般就労への移行の
成果目標を定める。

○ 市町村と調整の上、障害福祉サービス等の必要な量の見込み
（活動指標）を定める。
→ （より頻回）活動指標の実績把握及び状況確認

→ （１年に１回）成果目標と活動指標の中間評価として、必要な
措置を講じる（次年度予算・事業の検討、計画の見直し等）

【活動指標】
・就労移行支援の利用者数、利用日数
・就労移行支援事業等から一般就労への移行者数（就労移行支援、就労継続支
援Ａ型、就労継続支援Ｂ型）

・チーム支援による福祉施設の利用者の支援件数
・障害者の多様な委託訓練事業の受講者数
・障害者試行雇用事業の開始者数
・職場適応援助者による支援の対象者数
・障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数 ２７

（参考④） 市町村・都道府県の役割 厚生労働省社会保障審議会障害者部会資料



（参考⑤） 障害福祉サービスの量を見込む際の勘案事項

区分 サービスの種類

現に利用し
ている者の

数

障害者等の
ニーズ

平均的な一
人当たり利

用量

施設入所者の地
域生活への移行
者数（成果目標）

入院中の精神障害者の
地域生活への移行うち地
域生活への移行後に当
該サービスの利用が見

込まれる者の数

福祉施設利用者
の一般就労への
移行者数（成果

目標）

訪問系
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害
者等包括支援の利用者数、利用時間

○ ○ ○

日中活
動系

生活介護の利用者数、利用日数 ○ ○ ○ ○

自立訓練（機能訓練）の利用者数、利用日数 ○ ○ ○ ○

自立訓練（生活訓練）の利用者数、利用日数 ○ ○ ○ ○ ○

就労移行支援の利用者数、利用日数 ○ ○※１ ○ ○ ○ ○

就労継続支援（A型）の利用者数、利用日数 ○ ○※２ ○ ○ ○

就労継続支援（B型）の利用者数、利用日数 ○ ○ ○ ○ ○

療養介護の利用者数 ○ ○

短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数 ○ ○ ○ ○ ○

施設系
共同生活援助の利用者数 ○ ○ ○ ○

施設入所支援の利用者数 ○ ○※３ △※６

相談支
援

計画相談支援の利用者数 ○※４

地域相談支援の利用者数（地域移行支援に限る。） ○ ○

地域相談支援の利用者数（地域定着支援に限る。） ○※５ ○ ○

（注）※１：特別支援学校卒業者等新たに就労移行支援事業の対象者と見込まれる者の数を含む、※２：地域の雇用情勢を含む、※３：グループホーム等での対応が困難な者といった真に必要
と判断される数を含む、※４：障害福祉サービス及び地域相談支援の利用者数を含む、※５：単身である障害者の数・居住している家族による支援を受けられない障害者の数を含む、※
６：「△」は減として見込む

（注）※障害児通所支援の利用児童数を見込む

区分 サービスの種類

現に利用し
ている障害
児の数

障害児等の
ニーズ

平均的な一
人当たり利

用量

地域における児童
数の推移

保育所等での障
害児の受入状況

入所施設から退所
後に利用が見込ま
れる障害児の数

障害児
支援

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、
医療型児童発達支援の利用児童数、利用日数

○ ○ ○ ○ ○ ○

障害児相談支援の利用児童数 ○※

障害児入所施設（福祉型、医療型）の利用児童数 ○ ○ ○

■サービスの量は、障害福祉サービスの訪問系はまとめて、それ以外のサービスはそれぞれ種類ごとに見込む。
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（参考⑥） PDCAサイクルのプロセス
○ 成果目標及び活動指標については、少なくとも１年に１回中間評価を行い（次年度の予
算・事業を検討する際を想定）、必要に応じて評価結果を次年度予算等に反映させる。

○ さらに、活動指標については、より頻回に状況を確認し、達成見込み等を含めた分析・評
価を行う。

（PDCAサイクル
の
プロセスのイメー
ジ）

計画（Plan）

■「基本指針」に即して成果目標及び活動指標
を設定するとともに、障害福祉サービスの見込
量の設定やその他確保方策等を定める。

実行（Do）

■計画の内容を踏
まえ、事業を実施
する。

評価
（Check）

■中間評価として、少なくとも１年ごとに成果目
標及び活動指標を用いた計画の達成状況の
分析・評価を行う。
■活動指標については、より頻回に実績を把握
し、達成見込み等を含めた状況確認を行う。
■必要に応じて、協議会等からの意見聴取等を
行う。

改善（Act）

■中間評価等の結果を
踏まえ、必要に応じて
次年度の予算・事業に
反映させる。

■障害福祉計画策定に当たっての基本的考え方及び達成すべき
目標、サービス提供体制に関する見込量の見込み方の提示

基本指針
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ＧＨ併設型 単独型

（参考資料８）地域における居住支援のための機能強化

考えられる。

障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、各地域の抱える課題に応じて、居住支援のための機能（相談、体験の機会
・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を地域に整備していく手法としては、❶ これらの機能を集約し
て整備する「多機能拠点整備型」（グループホーム併設型、単独型）、❷地域において機能を分担して担う「面的整備型」等が
考えられる。

体験の機会・場

緊急時の受け入れ

相談

体験の機会・場

緊急時の受け入れ

相談

体験の機会・場

相談

緊急時の受け入れ

グループホーム

グループホーム

① 地域で生活している障害者等との常時の連絡体制の確保、緊急一時的な宿泊の場の提供など地域で暮らしている障害者等を支援するための事業
や地域の関係機関と連絡調整を行うコーディネート事業を行うこと
② ①の機能をグループホームに付加的に集約して整備することが障害福祉計画に地域居住支援の一環として位置づけられていること
③ １つの建物であっても、入り口（玄関）が別になっているなど建物構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されていること
④ １つの建物に設置する共同生活住居の入居定員の合計数が２０人以下（短期入所（空床利用型を除く。）を行う場合、当該短期入所の利用定員数

を含む。）であること

都市部など土地の取得が困難な地域等においても、各都道府県の判断で地域の居住支援体制を柔軟に整備できるよう、次のいずれにも該
当するものとして都道府県が認めた場合は、１の建物の中に複数の共同生活住居の設置を認めることとする。

この場合、専門的な知識・
技術を有するスタッフによ
る支援や夜間の支援体制等
を確保する観点等から、一
定程度の規模が必要なケー
スも考えられる。

（参考）居住支援のための機能強化の整備手法のイメージ

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、関係者や障害当事者が参画して検討

１の建物における共同生活住居の設置数に関する特例

多機能拠点整備型 面的整備型

等 等 等
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障害児・者の地域生活支援の推進のための多機能拠点構想
（地域生活支援拠点）

親との同居

一人暮らし

24時間の相談受付
緊急時等の受入

(医療対応・シェルター等)
地域生活の支援

(緊急時の人的支援、様々な
資源のコーディネイト等)

高齢化に対応した
日中活動の場

(生活介護・就労系等)

在宅医療等
コーディネーター

＋

グループホーム

地域支援機能居住支援機能

10人

生活介護・
就労系等

10人

10人×2 (建物の特例)
※ショートステイの定員を含む

夜間・
医療体制
等の加算
（拡充）

30人程度

障害者支援施設

居住支援機能

コーディネーター

地域支援機能

在宅医療等地域連携

生活介護・
就労系等

※ 拠点を設けず、地域において機能を分担
する「面的整備型」も考えられる

地域連携

地域相談支援・地域生
活支援事業の活用等

地域相談支援・地域生
活支援事業の活用等

地域相談支援・地域生活支援
事業の活用等 グループホーム

夜間・
医療体制
等の加算
（拡充）

地域生活支援拠点として、居住支援機能と地域支援機能の一体的な整備を推進

※地域生活支援拠点として地域に開かれた
小規模な障害者支援施設

※安心生活支援事業（地域生活支援事業）によるコーディネイトや、個別給付による地域定着支援の実施を必須として、施設整備に対する補助について優先的に
採択することを検討

ショートステイ

ショートステイ
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